
東小学校 感染症対応ガイドライン（保護者用）                                     ２０２３．３．３ 

 

地域感染レベルの変更 

  これまで：「レベル２」  → 新：「レベル1」  ※ 感染防止対策が緩和されます 

◎ レベルの変更に伴い、換気等の感染防止対策を行った上で、3月6日（月）から 

 ◇ 家庭科における調理実習・理科における理科室での実験を可能とします。 

 ◇ グループワーク・合唱については、マスクを着用しての教室での実施を可能とします。    

◎ レベルの変更に伴い、3月13日（月）から 

 ◇ 児童玄関前での検温は実施しません。 

  ※ 担任により、「健康チェックカード」による健康状況の確認を教室で行います。  

 ◇ 同居家族に風邪症状があっても児童に症状がなければ、登校可能となります。 

※ 大事をとって自宅待機（お休み）をする場合は、引き続き「出席停止」（「欠席」ではない）となりますの

で、慎重なご判断をお願いします。 

   ※ 体調不良で引き取り下校となる際は本人のみとなり、兄弟姉妹の引き取りは行いません。 

◎ 当面、継続する対応 

 ◇ 「健康チェックカード」による家庭での健康確認を引き続きお願いいたします。 

※ 記入漏れ等があっても、学校から保護者への確認の電話等はいたしません。 

 ◇ 給食時、机を向かい合わせにしないこと・大声での会話を控えること・手洗いを継続します。 

 ◇ 卒業式のマスク着用方針は、お知らせしたとおりとし、変更はいたしません。 

 

以下の内容につきましても、適時見直しを進めていきますが、上記外の内容は、当面、継続します。 
感染を防ぐために： ウイルスを持ち込まない生活（検温，手洗いや手指消毒，体調不良時は休む等） 
         ウイルスを体に入れない生活（手洗い，適切なマスク着用，目をこすらない等） 
         ソーシャルディスタンスを保った生活（机の配置，人数制限，時差行動等） 
         咳エチケットを心がけた生活（適切なマスク着用，大きな声や激しい呼吸に気をつける等） 
感染を拡大させない：体調不良を我慢しない生活（体調不良時は早退・自宅で経過観察等） 
         ３密をつくらない生活（換気，時差行動等） 

 
【各家庭での取組】 
〇 各家庭で規則正しい生活を心がけるとともに，感染予
防に努める。 
◎ 発熱・体調不良などの症状があるときには自宅で休
養させる。【出席停止】（健康チェックカードの活用：２週
間分保管） 
◎ 登校後，体調不良，発熱等の症状がある旨の連絡を受
けた場合，迎えに来て，症状が出なくなるまで自宅で療
養させる。 
※ 上記◎印いずれの場合も，かかりつけ医等を受診し
医師の判断を仰ぐ。診断の結果，新型コロナウイルス感
染でなかったとしても，この欠席期間は出席停止扱い。 
〇 マスク，ハンカチ（吸湿性の良いもの２～３枚）を持た
せる。 
〇 同居する家族も健康管理に努め，ＰＣＲ検査を受けるこ
とになった時点で速やかに学校に連絡する。 

 
【登校時】 
〇 登校時刻「午前８時００分～１５分」を守る。 
※８時前に登校しない。（東小学校の生活のきまり） 
〇 教室に入る前に手指のアルコール消毒をする。 
〇 健康チェックカードを確認する。 

 
【環境衛生】 
〇 窓，扉を締め切らないようにして十分な換気を行う。エ
アコン使用時にも，冷房・暖房が十分に効く状況にした
上で，定期的に換気する。 
〇 児童が直接手に触れるもの等の消毒は職員が行う。 
※ 不特定多数が接触するもの（タブレットＰＣ，キーボー
ド，図書館の本，清掃用具，遊具など）全てを消毒でき
ないので，使用前後の手洗い・手指消毒を徹底する。 
〇 休み時間には，手洗い，水分補給を促す放送をする。 
〇 鼻をかんだティッシュや使用したマスク等は，ふた付き
のゴミ箱に捨てる。 

 
【３密を避ける】 
〇 座席間隔をなるべく広くする 
〇 学年ごとに休み時間をずらして玄関や校庭，終了後の
水道場やトイレの密集を避ける。 

 
【学級での指導】 
〇 少しでも体調が悪い児童は担任等にすぐに伝えること
が大切ということを理解させ，伝えやすくする雰囲気を
つくる。 



〇 感染症に係る教育を行う。感染症への正しい理解を進
めるとともに，人権を守るための教育（医療従事者等感
染リスクが高いと思われる職業に保護者が従事してい
ることなどを理由にして仲間はずれにする等の問題へ
の対応）を行う。 
〇 自分や家族も感染するのではないかという不安や恐
れを抱くなど心理的ストレスを抱えている児童には，学
級担任だけでなく，養護教諭やスクールカウンセラー等
による支援を行う。 

 
【職員】 
〇 毎朝検温し，体調を確認する。 
〇 体調不良や感染の疑いがあるときには，速やかに管
理職に連絡し，休む。 
〇 適切にマスクを着用する。 
〇 免疫力を高めるために，退勤時間を早め，規則正しい
生活を送る。 

 
【給食・食後の歯磨き】 
〇 教員が配膳台と児童の机上を消毒する。そのため，ラ
ンチョンマットは敷かない。 
〇 給食当番のみ，白衣，帽子，マスク（日常着けているも
の）を身につけ，盛り付け等をする。そのほかの児童は
白衣等身につけず，座席に座って配膳されるのを待つ。 
〇 全員机を前向きにし，おしゃべりをしないで食べる。お
かわりをする場合は，教員が配膳をする。 
〇 少人数ごと順番に片付け，混雑を避ける。 
〇 水道場の混雑を避けるため，牛乳パックリサイクルの
ための洗浄を行わない。 

〇 給食終了後，座席にて歯磨きを行う。時差をつけて水
道場を使うようにして混雑を避ける。歯ブラシボックスは
使わず，各自でコップと歯ブラシを保管する。金曜日に
コップと歯ブラシを家庭に持ち帰り，月曜日に持ってくる。 

 
【清掃活動】 
〇 清掃場所の換気を実施し，マスク着用を徹底する。 
〇 トイレ清掃にあたっては，マスク・ゴム手袋を着用し，洗
剤を使用して実施する。 
〇 清掃中は，目・鼻・口・傷口に触らないように指導する。 
〇 清掃終了後は，石けんで十分な手洗いを行う。 
 
【マスクの着用】（登下校時を含む） 
〇 児童及び教職員は，基本的には着用することが望まし
いが，次の場合はマスクを着用の必要はなし。 
①十分な身体的距離が確保できる場合 
②熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと
判断した場合 
③体育の授業の場合 
※従って，登下校時はマスクを着用するが，十分な距
離を確保でき，気候によって熱中症のリスクが上が
る場合はマスクを外してもよいことを指導する。 

 
【その他】 
〇 入学式や卒業式などの対応については、市教委の指
示を受け、本校の実情に応じた形で実施する。 
○ 国や県・市のコロナウイルス感染症対応方針の変更
等の都度、このガイドラインは修正していくものとする。 

 

 

【学習指導】 ※以下の表に従って活動を進めます。 

 活 動 内 容 地域感染レベル１では条件を満たして行うことができる レベル２以上 

共  通 
長時間，近距離で対面形式となるグループワーク 換気，マスク着用，短時間（１５分程度） 行わない 

近距離で一斉に大きな声で話す活動 換気，身体的距離の確保 行わない 

家庭科 
調理実習 換気，マスク着用，調理前手洗い，調理器具消毒，大声注意 行わない 

調理実習後の試食 換気，身体的距離の確保，対面にならない 行わない 

体育科 

密集する集合・整列 行わない 

換気，距離確保ができている場合のマスク着用 不要 

活動場所 屋外・体育館 可能な限り屋外 

体つくり運動，サッカー，バスケ等の身体接触活動 運動の特性に応じて 行わない 

水泳授業 学校ごとに実施の可否を判断 

長時間に渡る近距離での会話・活動 行わない 

ハイタッチ，握手，補助等の身体的接触 行わない 

換気，距離確保ができていない場合の応援（大声） 行わない 

多数の者が触れる用具（ボール等）を使用する場合 手で目･鼻・口等を触らないよう指導，授業後の手洗い指導 

準備及び片付け 近距離になる状況を避ける 

音楽科 歌唱，口に触れる楽器の演奏の学習 
同じ方向を向き，換気や身体的距離の確保（前後約２ｍ，左右約

１ｍ）等の対策を行った上で行う 
行わない 

理  科 近距離で活動する実験や観察 共通事項を守った上で実施 行わない 

図工科 近距離で活動する共同制作等の表現や鑑賞の活動 共通事項を守った上で実施 行わない 

〇 外国語の学習においても，握手やハイタッチ，身体接触を伴う活動は避ける。 

〇 パソコン室も換気を行いながら利用することができる。ただし，タブレットを持ち出して教室で使用することもできる。 


